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第１　規則等の立案に当たって
  本学における学則，規則，規程等（以下単に「規則等」という｡)の立案に関しては，国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項（平成16年４月１日学長裁定）を定め，事務処理を行っている。
  規則等は，法人として，又は学内において遵守されるべき法規範を定めたものであるが，形式的には法令と同様な法条の形がとられている。
　そこで，規則等の立案に当たっては，次に掲げる事項について，十分配慮する必要がある。
　　１．その目的及び趣旨を明確に捉えること。
　　２．既存の法令の規定に違反し，又は抵触することがないこと。
　　３．既存の規則等との間に矛盾が生じないこと。
　　４．成文の規則等は，その文字，用語，文章等によって解釈されるものであるから，当初の意図が誤って解釈されることのないように，使用する文字，用語等の意味を正確に捉えること。
『参考文献』
　　１．法制執務提要（第２次改訂新版）　佐藤達夫編
    ２．法令作成の常識　林　修三
    ３．法令用語の常識　林　修三
    ４．やさしい法令用語の解説　小島和夫
    ５．続やさしい法令用語の解説　小島和夫
    ６．条例規則の見方・つくり方　川口頼好編
　　７．ワークブック法制執務（前訂）　前田正道編
　　８．規則等制定改廃の要領（昭和50年３月東京工業大学事務局）
　　　　　　　　　第２　規則等の用字，用語及び句読点
Ⅰ．規則等の表現
　　規則等が意図とする内容を正確に，明瞭に，かつ，平易に，そのまま表現するよう，用　字，用語及び文体を用いるように努めなければならない。
　　なお，その意図を正確に表現していても，読む者が容易に理解できなければ何もならな　い。
Ⅱ．用字
　　法文の用字には，口語体・ひらがな書が採用されている。通常用いられる文字と符号の　種類を列記すると次のとおりである。
　　　文字　　漢字／かな文字（ひらがな，カタカナ）／数字（漢数字，算用数字）／外国　　　　　　　文字
　　　符号　　「　」／（　）／ ，／ 。（句読点）／ ・ ／ － ／ 表 ／ 図 ／ 式等
Ⅲ．漢字
　　使用する漢字の範囲は，当用漢字表（昭和21年内閣告示第32号），当用漢字音訓表（昭　和23年内閣告示第２号）により，漢字の字体は，当用漢字字体表（昭和24年内閣告示第１号）によることを原則とする。
Ⅳ．かなづかい
　　かなづかいについては，現代かなづかい（昭和21年内閣告示第33号）により，送りがなについては，法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について（昭和48年10月３日内閣法制局総発第105号）による。
Ⅴ．句読点
１．句点
　　　句点，すなわち「。」は，文章の完結しるしである。その中で句点のつけ方に注意を　　要することが２点ある。
①  括弧（　）の中の文章が動詞形の場合は，句点をつける。ただし，名詞形の場合でも，さらに後ろに文章が続くときは，句点をつける。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学組織運営規則
 　（設置する大学等）
 第２条　法人は，国立大学法人法（平成16年法律第112号。以下「法」という。）第４条第２項の規定に基づき東京工業大学（以下「大学」という。）を設置し，法第22条第１項各号に掲げる業務を行う。


②　号の最後の字句が「こと」又は「とき」で終わる場合及び名詞形の字句の後にさら　　　にただし書等の文章が続くときは，句点をつける。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則
 　（選考の時期）
 第４条　学長候補者の選考は，次のいずれかに該当する場合に行う。
 　一　学長の４年の任期が満了するとき。
 ○  国立大学法人東京工業大学情報公開委員会規程
    （審議事項）
 第２条  委員会は，国立大学法人東京工業大学の情報公開の円滑な実施のため，次に掲げる事項を審議する。
　 一　情報公開に係る規程の制定及び改廃に関すること。
 ○  国立大学法人東京工業大学職員賃金規則
 　（通勤手当）
 第３０条
 ２
 　三　前項第３号に掲げる職員　前２号に定める額（１月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合 計額が55,000円を超えるときは，その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間  につき，55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第１号に定める額又は前号に定める額。  ただし，交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動  車等の使用距離が２キロメートル未満のものである場合は，第１号又は前号に掲げる額のいずれか高  い額


２．読点
　　　一般公用文の原則に従い，言葉の切れ，続きを明示するために，主語と述語との関係を示すため，並列語句を区切るために，条件を明示するため等の目的に使用される。
    　一応の基準を次に掲げる。
①　主語には，必ず読点を打つ。ただし，副詞句，形容詞句その他条件句又は条件文章の中に出てくる主語には，読点を打たないのが，むしろ普通である。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学組織運営規則
 　（学長）
 第５条　学長は，学校教育法（昭和22年法律第26号）第58条第３項に規定する職務を行うとともに，法人を代表し，その業務を総理する。
 ○  国立大学法人東京工業大学職員賃金規則
 　 （賃金の減額）
 第１０条　職員が勤務しないときは，勤務時間規則第７章に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き，その勤務しない１時間につき，次項に規定する勤務１時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。


②　名詞を３個以上並列して使う場合は，最後の２個の名詞は，「及び」又は「又は」　　　等の接続詞で結び，その前の並列する名詞は，読点で結ぶ。
	
	例
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学職員賃金規則
 　（賃金の区分）
 第３条
 ２　諸手当は，大学院調整額，高校教員調整額，管理職手当，医師免許特別手当，扶養手当，都市手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，入試手当，学位論文審査手当，超過勤務手当，休日勤務手当，宿直手当，管理職員特別勤務手当，安全衛生業務手当，期末手当，勤勉手当，期末特別手当，任期付教員特別手当，高校教員特別手当，産業教育手当及び寒冷地手当とする。


③　２個の形容詞，副詞又は動詞を「及び」又は「又は」等の接続詞で結ぶ場合は，接続詞の前に通例読点を打つ。しかし，これらの接続詞で結ばれる字句が，さらに大きな条件文章又は条件句の中に包含されているような場合には，意味の混同を避ける意味で読点を打たないこともある。
	
	例
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学職員就業規則
 　（試用期間）
 第１０条　職員の採用には，試用期間を設けるものとし，その職員が，その職において６月（教諭にあっては１年）を下らない期間を勤務し，その間その職務を良好な成績で遂行したときに，正式のものとする。ただし，学長が認めたときは，当該期間を短縮し，又は設けないことがある
 ○  刑事訴訟法
第９６条　被告人が逃亡したとき，逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき， 召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき，又は住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したときは，裁判所は，決定で保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。


④　名詞を説明するために，「で」又は「であって」を用いた後に字句の説明を付するとき，その説明の字句が相当長いときは，「で」又は「であって」の次に読点を打つ。
	
	例
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学非常勤職員の介護休業等に関する規則
 　（介護休業）
 第３条　非常勤職員であって，次の各号のいずれにも該当する者は，負傷，疾病，老齢又は身体上若しくは精神上の障害により２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため，対象家族の各々が介護を必要とするごとに，通算して９３日の期間内において，介護休業をすることができる。
　 二　介護休業開始予定日から起算して９３日を経過する日（以下「９３日経過日」という｡)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者であって，９３日経過日から１年を経過する日後までの雇用期間の更新があることが申出時点で明らかである者


⑤　２つ以上の文章が対句となっているときは，対句の接続のところだけに読点を打ち，主語や条件句等の次には原則として読点は省略される。
	
	例
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学非常勤職員の介護休業等に関する規則
 　（育児休業開始予定日の指定）
 第６条　育児休業等規則第６条第１項の規定は，非常勤職員の育児休業開始予定日の指定について準用する。この場合において，同条中「１月を経過する日」とあるのは「１月（国立大学法人東京工業大学非常勤職員の育児休業等に関する規則第３条第２項の規定による申出にあっては，２週間）を経過する日」と，｢１月経過日」とあるのは「１月等経過日」と読み替えるものとする｡


⑥　形容詞，副詞及び動詞を例示的に並列して，例示される最後の字句の次を「その他」　　　でくくるときは，「その他」の前に読点を打つ。ただし，名詞の並列のときは，打た　　　ない。
	
	例
	

	 ○  東京工業大学附属科学技術高等学校学則
　（懲戒）
 第３３条　
 ３
   三　学校の秩序を乱し，その他生徒としての本分に反した者
 ○　東京工業大学学則
   （入学考査）
 第２１条　入学志願者に対しては，学力，健康その他について考査のうえ入学者を決定する。


⑦  句と句とを接続する「かつ」の前後には，読点を打つ。
	
	例
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学における建設工事等に係る前払金等支払要項
 　（公共工事の代価の中間前金払）
 第４条
　 一　中間前払金を実施できる範囲は，１件の請負代金が5,000万円以上で，かつ，工期が15か月以上の土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。）において，当該工事の材料費，労務費，機械器具の賃借料，機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃，修繕費，仮設費，労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費


　　⑧　長い条件句や条件文章の前後には，原則として読点を打つ。
　　　　　　　　　　　
第３　規則等の起案方式
Ⅰ．題名関係

１．題名のつけ方
　　　題名は，その規則等の内容を簡潔かつ的確に表現するものが望ましい。また，他の規　　則等と紛らわしくないように注意する。
２．題名の配字
　　　題名の初字は第４字目からとされ，題名が長く，２行以上にわたるときには，終字の　　切り上げを行わず，第１行目と同じく第４字目とする。　　【規則等の配字表参照】
Ⅱ．前文関係
    憲法は，制定の由来と基本原理を宣言する「日本国民は，正当に選挙された・・・」で　始まる長文の前文が置かれ，憲法の一部を構成している。
    本学では，法人化前の「東京工業大学教員倫理規則（平成10年４月３日制定）」にみら　れる。
Ⅲ．目次関係
１．目次を置く場合
規則等の内容の理解と検索引用の利便に供する。
２．目次の形式
目次の初字の位置は，第１字目とし，編，章，節，款等及び附則に区分し，その最小区分に括弧を付してそれぞれに属する条文の範囲（３条以上のときは「－」で，２条の　ときは「・」でつなぐ。）を示す。　　　　　　　　　　　【規則等の配字表参照】
Ⅳ．本則関係
規則等は，通例「本則」と「附則」とからなり，本則には，その規則等が目的とする事　項についての実質的規定が盛り込まれる。
１．本則
規則等の主体を成し，条から成り立っているのが通例
２．見出し
　　　条文の規定している内容を簡潔に掲げ，理解と検索引用の利便に供する。見出しは，単一条又は同一カテゴリーによる複数条に付する。
　　　配字は，条文の上に第２字目から（　）を付して，その中に見出しを書く。見出しが　長く，２行以上にわたるときには，２行目以降は第２字目とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【規則等の配字表参照】
３．条
本則の内容が理解しやすいように，条に分ける。
配字は，第１字目から条番号を付し，１字空けて条文を書き，２行以上にわたるとき　には，２行目以降は第１字目から１字下がりとする。      【規則等の配字表参照】
４．項
　　　一つの条を，さらに，規定の内容に従って区分する必要があるときは，これを項に分　ける。項は，法文の段落である。
　　　配字は，第１字目から算用数字で２，３・・と項番号を付し，１字空けて項文を書き，　２行以上にわたるときには，２行目以降は第１字目から１字下がりとする。
                                                        　【規則等の配字表参照】
　　※　注　意
「東京工業大学のシンボルマークに関する申合せ（平成16年４月１日学長裁定）」　のように条項のないものも存在する。
５．前段，中段と後段
法文の内容上，別条項を立てるほどでないときは，条項の中で文章を区切る場合があ　る。この場合，文章が２つに区切られるときは，前の方の規定を「前段」，後の方の規　　定を「後段」と，３つに区切られる場合は，それぞれを「前段」，「中段」，「後段」と呼ぶ。
６．本文とただし書
条項の中の文章が区切られるもののうち，後段の文章が「ただし」で接続されている　ときは，ただし以下の規定を「ただし書」と，これに対する前段の規定を「本文」と呼　ぶ。
７．号
条又は項の中において事物の名称等を列記する場合には，号を用いる。
配字は，第２字目から漢数字で一，二，三・・で表し，１字空けて文章を書き，２行以上にわたるときには，２行目以降は第１字目から２字下がりとする。
号を細分するときは，「イ，ロ，ハ」を，さらに細分する場合は「(1)，(2)，(3)」を用いる。                                 　　　　　　【規則等の配字表参照】
　　※　注　意
①　号順で優先順位を示す例
     　　　     　  国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について
              　（学長の職務代理）
　　　　　　　第３　規則第２条第１項の規定により，理事・副学長が学長の職務を代理す　　　　　　るときの順序は，次の各号の順序とする。
　　　　　　　　一　○○○○
　　　　　　　　二　○○○○
　　　　　　　　三　○○○○
　　　　　　　　四　○○○○
2 学則第14条や組織運営規則第12条のように号番号を付さず，列記する場合のほか，
単一の場合もある。
　　　　　　　　　　東京工業大学学則
　　　　　　　　（職員組織）
　　　　　　　第１４条　本学に，次に掲げる職員を置く。
　　　　　　　　学　長
  　　　　　　　副学長
　　　　　　　　教　授
　　　　　　　　准教授
　　　　        （略）
     　　　         国立学校設置法施行規則（現在廃止）
              　（教養部及び教養部長）
　　　　　　　第５条　教養部を置く国立大学は，次のとおりとする。
　　　　　　　　東京医科歯科大学
８．条文における引用
①　他の規則等の引用
引用する規則等の題名を記載し，規則番号等を括弧書きで示す。なお，同じ規則等を２度以上引用する場合は，２度目から規則番号等を省略する。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学組織運営規則
　 （学長）
 第５条　学長は，学校教育法（昭和22年法律第26号）第58条第３項に規定する職務を行うとともに，法人を代表し，その業務を総理する。
　 （理事）
 第６条
 ２　理事は，学校教育法第58条第４項に規定する副学長の職務を兼ねて行う。


②　他の条，項，号の引用
条文中に他の条，項，号を引用するときは，通常の場合は「第○条」，「第○条第○項」，「第○条第○項第○号」と引用するが，次のような特殊な方法がある。
(1) 同一の条文中で２度以上同じ条，項等を引用するとき
    　    ２度目の引用から「同条」，「同項」のように書く。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
　 （留学）
 第２６条　
 ３　留学した期間は，第68条，第83条，第86条ただし書，第87条第１項ただし書，同条第３項ただし書及び第107条の修業年限及び在学期間に算入する。


(2) 直前の条，項，号を引用するとき
        　「前条」，「前項」，「前号」のように書く。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（寄附講座及び寄附研究部門）
 第１２条
 ２　前項の寄附講座又は寄附研究部門は，寄附講座教員又は寄附研究部門教員をもって組織する。
 　（協定大学編入学のための休学）
 第２４条　四大学連合憲章（以下「憲章」という｡)に基づき設定された複合領域コースを履修した学生が協定大学に編入学するときは，前条の規定にかかわらず，許可を受けて休学することができる。


(3) 直前に先行する条（項又は号）の一部（連続する２条（項又は号）以上）を引用　　　　するとき
          「前○条」，「前○項」，「前○号」のように書く。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則
　 （役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止）
 第８条　役職員は，他の役職員の第４条又は前２条の規定に違反する行為によって当該他の職員（第４条第１項第９号の規定に違反する行為にあっては，同号の第三者）が得た財産上の利益であることを知りながら，当該利益の全部若しくは一部を受け取り，又は享受してはならない。


(4) 直前に先行する条（項又は号）のすべて（第１条（項又は号）から前条（項又は　　　　号））を引用するとき
        ⅰ．指示する条（項又は号）が４以上のとき　「前各条（項又は号）」のように書　　　　　　　　く。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学における職員の過半数代表者の選出等に関する規則
 　（代議員会）
 第１５条
 ８　前各項に定めるもののほか，代議員会の運営に関し必要な事項は，代議員会の議を経て，別に定めるものとする。


        ⅱ．指示する条が３（項又は号）以下のとき　「前３条（項又は号）」，「前２条（項又は号）」，「前条（項又は号）」のように書く。

	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則
  　（運営）
 第１２条
 ４　前３項に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会において別に定める。


Ⅴ．附則関係

１．附則で規定する事項
　　　本則に書かれている内容に対し付随的な事項を規定する。通常，附則で規定される事項は，次のようなものがある。
　　　(1) 施行の期日
　　　(2) 既存の規則等の廃止
　　　(3) その規則施行に伴う経過措置 
　　　(4) 他の規則等の改正
(5) その規則等の有効期限
(6) その他必要な事項
２．附則の表示
「附則」の配字は，第４字目に「附」の字を，１字空けて第６字目に「則」の字を書く。                                                    【規則等の配字表参照】
３．附則が項で成り立っている場合
①  項が一つの場合
  　　　一つの項のみのときは項番号は付けず，第２字目から書く。
②　項が二つ以上の項で成り立っている場合
　　　　項が二つ以上の項で成り立っている場合は，第１字目に１，２，３のように第１項から算用数字で項番号を付し，１字空け，第３字目から書く。
　　③　その内容の理解を容易にするため，条の場合に準じ，見出しを付けることがある。
４．施行期日に関する規定
　　①　施行期日を確定的に定める場合
          例　この規則は，平成　年　月　日から施行する。
　　②　施行期日と異なる遡及期日を定める場合
          新規制定例　　この細則は，平成18年１月13日から施行し，平成17年12月１
日から適用する。
          一部改正例　　この学則は，平成18年４月14日から施行し，改正後の東京
工業大学学則の規定は，平成18年４月１日から適用する。
　　※　注　意
②の一部改正例における「この学則は」は，一部改正学則を示すものであり，遡及適用されるのは，当該一部改正学則ではなく，改正された後の学則であることに留意のこと。また，次のとおり表現することもあるが，「この学則による」の部分の表現は，省略することができるとされている。
『この学則は，平成18年４月14日から施行し，この学則による改正後の東京工業大学学則の規定は，平成18年４月１日から適用する。』
③　規則等中の一部の規定につき施行期日を異ならせる場合
例　この学則は，平成17年12月９日から施行する。ただし，第６条第１項及
び別表１の改正規定は，平成18年４月１日から施行する。
５．既存の規則等の廃止に関する規定
例　１　この通則は，平成○年○月○日から施行する。
２　平成○年○月○日制定の東京工業大学放射線予防規程は，これを廃止する。
６．経過措置に関する規定
例　１　この学則は，平成17年４月１日から施行する。
２　東京工業大学工学部附属工業高等学校は，改正後の東京工業大学附属科学技術高等学校学則にかかわらず，平成17年３月31日に全日制課程及び専攻科に在学する生徒が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。
１　この学則は，平成18年４月１日から施行する。
２　平成18年３月31日に本学に在学する者については，なお従前の例による。
７．有効期限に関する規定（時限規則等）
例　１　この要項は，平成17年６月３日から施行する。
２　この要項は，統合研究院が設置されたとき，その効力を失う。
８．その他必要な事項
例　１　この規則は，平成18年４月１日から施行する。

２　この規則施行後，最初に任期の定めのある委員となる者の任期は，第
４条の規定にかかわらず，学長の指定する約半数の委員については，平
成19年３月31日までとする。
Ⅵ．表，様式，図等関係
列記すべき事項の性質，種類，数量によっては，各号に分けて列記する代わりに，表，別表，別紙様式，図等にして表し，煩わしさを避け，理解の便に供する。ただし，号に列記するか表等にするかの法則はなく，主に便宜の問題である。
１．表関係
表（外枠のあるものとないものがある｡)には，別表として附則の後に置くものと，比　　較的単純な表にあっては各条文中に掲げるものがある。
      なお，表の横の区切りは「項」と，縦の区切りは「欄」と呼ぶ。
      また，別表については，「別表１（第○条関係）」と表記すると検索等に便利である。
①　別表　「・・・は，別表１のとおりとする。」のようにその存在根拠が本則の条文　　　　　　中に示されるのが原則
    ②　表　　「・・・は，次の表のとおりとする。」のように表記する。
２．様式，図，式関係
申請等の所定様式は，別紙様式として附則の後に置くことを本学では通例としている。
ただし，東京工業大学課外活動共用施設使用細則（平成16年細則第28号）第７条のように「所定の様式」としているものもあり。
図は，東京工業大学シンボルマークに関する申合せ（平成16年４月１日学長裁定）のように本則に置くものや，東京工業大学ロゴマークに関する内規（平成18年12月15日制定）のように別記として定めるものもある。また，例えばある区域を指し示す必要がある場合は，別図に示すと分かりやすく便利である。
式は，一般的には使用しないが，数式を用いないと正確な規定ができない場合用いる　　ことがある。
      例　国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会員規則第10条第２項
            年会費×入会時における大学の事業年度の未経過月数
                                １２
第４　規則等の形式
Ⅰ．趣旨規定と目的規定
　　大抵の規則等の第１条には，その規則等の理解を容易にし，色々な規定の解釈に指針を与えるため，「趣旨規定」か「目的規定」を置くことを通例としている。
１．趣旨規定
趣旨規定は，その規則等が定めようとしている内容を要約して規定している規定である。見出しは「（趣旨）」と付する。
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則
 　（趣旨）
 第１条　この規則は，国立大学法人法（平成15年法律第112号)第12条及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則（平成16年規則第２号）第10条の規定に基づき，国立大学法人東京工業大学学長選考会議（以下「学長選考会議」という｡)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
 ○　国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則
　 （趣旨）
 第１条　国立大学法人東京工業大学（以下「大学」という｡)における共同研究の取り扱いについては，別に定めがある場合を除くほか，この規則の定めるところによる。


　

２．目的規定
目的規定は，その規則等を通じて達成しようとしている目的（立法の目的）を規定している規定である。見出しは「（目的）」又は「（この規則の目的）」と付する。
    ①　直接的な目的だけが書かれているもの
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学大岡山団地自家用電気工作物保安規程程
 　（目的） 
 第１条　この規程は，電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「法」という｡)第42条第１項の規定に基づき，国立大学法人東京工業大学大岡山団地（以下「大岡山団地」という｡)における自家用電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安（以下「自家用電気工作物に係る保安」という｡)を確保することを目的とする。


②　直接の目的とその目的を達成するための手段が書かれているもの
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程
 　（目的） 
第1条 この規程は，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号。以下
「法」という。）に基づき，国立大学法人東京工業大学（以下「大学」という。）の保有する個人情報の保護に関する基本的事項を定めることにより，大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。


③　直接の目的と併せて，それから出てくる次元の高い目的が書かれているもの
	
	例
	

	 ○　東京工業大学短期交換学生の実施に関する規程
 　（目的）
 第１条　この規程は，東京工業大学学則（平成16年学則第１号。以下「学則」という｡)第82条の２の規定に基づき，東京工業大学（以下「本学」という｡)における短期交換学生の実施に関し必要な事項を定め，もって，大学間における大学院学生交流及び連携教育を促進し，大学院教育の一層の充実に資することを目的とする。


④　立法の目的とともに，これを達成するための手段又は立法の動機等まで書かれているもの
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（目的及び使命）
 第１条  国立大学法人東京工業大学が設置する東京工業大学（以下「本学」という。）は，将来，工業技術者，工業経営者，理工学の研究者，教育者として指導的役割を果たすことができる有能善良な公民を育成する目標のもとに，これに必要な一般的教養と専門的知識とを学生に修得させるとともに，理学及び工学に関する理論と応用を研究し，その深奥を究めて科学と技術の水準を高め，もって文化の進展に寄与し，人類の福祉に貢献することをその目的及び使命とする。


Ⅱ．定義規定
定義規定は，その規則等で使っている重要な用語の意味を明らかにし，その規則等の解　釈上の誤解をなくすことを目的に置かれるもので，趣旨規定又は目的規定の次当たりに置　くことが通例とされている。
    ①　定義する用語の数が単数又は少なく，項（及び号）で規定する場合
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学教員選考規則
 　（定義）
 第２条　この規則において「教員」とは，大学に勤務する常勤の教授，准教授，講師及び助教をいう。
 ２　この規則において「部局等」とは，各大学院の研究科（大学院理工学研究科を除く｡)，大学院理工学研究科の各学系，各附置研究所及び各学内共同研究教育施設等をいう。


	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程
 　（定義） 
 第２条　この規程において「独立行政法人等」とは，独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第２条第１項に規定する独立行政法人及び法別表に掲げる法人をいう。
 ４　この規程において「個人情報ファイル」とは，保有個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものをいう。 
 　一　一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 
　 二　前号に掲げるもののほか，一定の事務の目的を達成するために氏名，生年月日，その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 
 ５　この規程において個人情報について「本人」とは，個人情報によって識別される特定の個人をいう。


②　定義する用語の数が多く，号で規定する場合
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学法人印規則
　（定義）
 第２条　この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。
　 一　「部局」とは，大学院理工学研究科，大学院理工学研究科理学系， （ 略 ） ，附属図書館及び事務局をいう。
   十　「特別法人印」とは，本学の業務における特定の用途に限り使用するもので，組織の名称又は組織の長の職名等を刻した法人印をいう。

	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
 　（定義）
 第３条  この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 　
一　寄附講座  講座において行われる研究教育に相当するものを実施するもので，民間等からの寄附により教員賃金，研究費，旅費，光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
二　寄附研究部門  研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので，民間等からの寄附により教員賃金，研究費，旅費，光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
三　部局等  各大学院の研究科（大学院理工学研究科を除く。），大学院理工学研究科の各学系，各附置研究所及び各学内共同研究教育施設をいう。


③　それほど重要でない用語や特定のところにしか用いない用語の場合は，その用語が初めて出てくるところに定義を規定
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
   （課程）
 第６７条　大学院に，博士課程及び専門職学位課程（専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）を置く。


Ⅲ．略称規定
　　略称規定は，規則等に用いられる用語を簡略化し，分かりやすくするために置かれる。
  簡略化したい用語の後ろに「（以下「○○」という｡)」と規定する。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学職員就業規則
 　（趣旨）
 第１条　この規則は，国立大学法人東京工業大学（以下「大学」という。）における教育及び研究を円滑に遂行し，もって大学の社会的使命を果たすため，労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労基法」という｡)第89条の規定に基づき，大学に勤務する職員の労働条件，服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。


　　※　注　意
定義規定又は略称規定を特定の条項中の用語だけに限定するときは，括弧書きの中で，当該条項を限定して規定する。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学職員就業規則
 　（学務部教務課） 
 第９条　学務部教務課においては，次の事務をつかさどる。
 　二　大学院理工学研究科，大学院情報理工学研究科及び大学院社会理工学研究科（以下この条及び次条において「大学院」という。）並びに理学部及び工学部（以下この条及び次条において「学部」という。）の教育課程の編成，授業及び試験に関すること。


Ⅳ．読替規定
    読替規定は，準用される条文の字句をどのように読むかを示す。一般的に書き出しは，　「この場合において」という用語を使う。

	
	例
	

	 ○　東京工業大学附属科学技術高等学校学則
 　（準用規定）
 第４８条　第３条，第10条，第13条，第15条から第18条まで，第20条，第22条及び第23条，第25条から第40条までの規定は，専攻科にこれを準用する。この場合において，第27条第３項及び第31条第２号中「第11条」とあるのは，「第45条」と読み替えるものとする。


Ⅴ．準用規定
　　ある事項を規定しようとするときに，それと本来性質の異なる他の事項を借りてきて，　必要に応じてこれに適当な修正を加えて用いる。
第５　規則等の配字表
第第第第第
一二三四五
字字字字字

	□□□国立大学法人東京工業大学○○○○○○○○○○○○○○○○
　　　○○○規則
                           　　　　　　　　 平成○年○月○日
                            　　　　　　　　規則第○○○○号
目次
□第１編□総則
□□第１章□通則
□□□第１節□○○
□□□□第１款□○○
□□□□□第１目□○○（第１条）
□□□□□第２目□○○（第２条・第３条）
□□□□□第３目□○○（第４条－第６条）
□附則
　第１編　総則
　　　第１章　通則
　　　　第１節　○○
　　　　　第１款　○○
　　　　　　第１目　○○
□（目的）
第１条□○○○○することを目的とする。
第２目　○○
□（○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○□○○○○○○）
第２条□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○□○○○による。
□一□○○○
□二□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○□□○○○次のとおりとする。
□□イ□○○○
□□ロ□○○○
□□□（１）□○○○
□□□（２）□○○○
２□○○○ものとする。
　（○○）
第３条　○○○○○○次のとおりとする。
	題名
規則制定年月日
規則等制定番号
※「学長裁定」等
  制定者・制定方法
目次
本則の編，章，節等
見出し
本則

	学部の名称

位置

理 　学 　部
大岡山地区   
工　 学　 部
大岡山地区   
生命理工学部
すずかけ台地区
□□□附　則

□この規則は，平成○年○月○日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，平成○年○月○日から施行し，平成○年○月○日から適用する。

　　　附　則

１□この規則は，平成○年○月○日から施行する。

２□この規則の施行の際，現に○○○ものとみなす。

別表（第○条第○項関係）

附置研究所の名称

研究部門の名称
資源化学研究所
無機資源
精密工学研究所
知能化工学
応用セラミックス研究所
セラミックス機能
原子炉工学研究所
エネルギー工学

	附則
遡及適用の場合
項番号がある場合
別表


備　考　□はスペース（１字分空白）を表す。
学則，就業規則等においては，「章」，「節」が使われているが，「編」，「款」，

「目」が使われた例はない。法人税法には例がある。

第６　規則等用語の解説
Ⅰ．主語の表現方法
主語は，一般的には「何々は，」という「は」で表現する。ただし，条件文章において　は，通常，「が」で表す。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（目的及び使命）
 第１条  国立大学法人東京工業大学が設置する東京工業大学（以下「本学」という。）は，将来，工業技術者， 　（略） ，もって文化の進展に寄与し，人類の福祉に貢献することをその目的及び使命とする。
 ○　国家公務員法
   （総裁）
 第１１条
 ３　人事院総裁に事故のあるとき，又は人事院総裁が欠けたときは，先任の人事官が，その職務を代行する。


Ⅱ．述語の表現方法

１．「ものとする」
　    「・・・しなければならない」又は「・・・してはならない」と比してやや緩和的な表現形式。解釈論として「・・・しなければならない」と同義語として使用されていることもあるが，解釈論としてこれよりはやや弱く，合理的な理由があれば，それに従わないことも許されるという解釈が出てくる余地のあることもあり得る。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（附置研究所）
 第５条
 ２　応用セラミックス研究所は，本学以外の国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。


２．「とする」
  　　「である」と似ているが，こちらは単なる事実の説明に止まるが，「とする」は，創設的，拘束的な意味を持つ。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（目的及び使命）
 第１条  国立大学法人東京工業大学が設置する東京工業大学（以下「本学」という。）は，将来，工業技術者， （略） ，もって文化の進展に寄与し，人類の福祉に貢献することをその目的及び使命とする。


　
３．「例とする」
　　　通常そのようにすべきであるという意味で，合理的理由があれば，例外が認められる趣旨である。「するものとする」よりも，よほど拘束性は弱い。
　　　なお，これに類似したものに，「常例とする」という用語例がある。

	
	例
	

	 ○　人事院規則９―１０２（研究員調整手当）
   （給与法第１１条の９第１項の人事院規則で定める機関の見直し） 
 第６条 　給与法第１１条の９第１項の人事院規則で定める機関については，５年ごとに見直すのを例とする。


４．「例による」と「準用する」
   　 「例による」　一定の手続きや事項が，当該規則及びこれに基づく規則等を含めて包
括的に当てはめる場合に使う。
   　 「準用する」　当該規則等の規定のみが準用の対象となる場合に使う。
	
	例１
	

	 ○　地方自治法
   （督促，滞納処分等） 
 第２３１条の３
 ４  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については，地方税の例による。


	
	例２
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則
 　（準用）
 第１３条　２１世紀ＣＯＥ研究員の雇用及び賃金については，前３条の規定を準用する。


５．「従前の例による」と「効力を有する」
　　　いずれも規則等を改正し，又は廃止したことに伴い，経過措置として，旧規則等の規　定を生かす必要のある場合に用いる慣用語
      「従前の例による」　旧規則等は改正又は廃止されていて，この「なお従前の例によ
　　　　　る」という規定そのものだけが根拠になる。
　　　「効力を有する」　「なお効力を有する」という規定に基づいて，効力を有する改正
　　　　　又は廃止前の旧規則等が適用される根拠となる。
	
	例１
	

	 ○　東京工業大学学則
 　　　附　則（平18.１.13学１）
 １　この学則は平成18年４月１日から施行する。
 ２　平成18年３月31日に本学に在学する者については，なお従前の例による。
 ○　国立大学法人東京工業大学職員賃金規則実施細則
　 （法令等の準用）
 第２条　職員賃金規則の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については，一般職の国家公務員の給与に関する法令の規定の例（国立大学法人の成立に伴い廃止又は改正等されたものについては，従前の例）によるものとする。


	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学教員選考規則
　　　 附　則
 １　この規則は，平成16年４月２日から施行し，平成16年４月１日から適用する。
 ２　東京工業大学教官選考に関する申合せ（昭和62年９月４日評議会決定）に基づき設置された選考委員会に基づく教員の選考については，なお効力を有する。


６．「この限りでない」と「妨げない」
「この限りでない」　主文章の規定の除外例を示すために用いる。通例「・・・してはならない。ただし，・・・の場合は，この限りでない。」のようにただし書の語尾として使う。
「妨げない」　ある規則等が設けられたことにより，本来適用されていた他の制度や規則等の規定が，適用除外となったのか，依然として適用されるのかに若干の疑問がある場合に，依然として適用されていることを表現するときに用いる。
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則
　 （雇用年齢）
 第７条　非常勤職員として雇用できる者の年齢は，雇用の日（雇用を更新する場合にあっては，更新の日）において65歳未満とする。ただし，教員，研究員，教育研究支援員及び講師（以下「教育・研究系の非常勤職員」という｡)について，学長が特に必要があると認めた場合は，この限りでない。


	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則
 　（債権の放棄等）
 第２３条
 ２　会計規程第19条の規定による債権の内容を変更することができる場合は，次に掲げる場合に限るものとする。この場合において，当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
 ○  国立大学法人東京工業大学産学連携推進本部規則
　 （委員会の組織）
 第１０条
２　前項第６号に掲げる委員の任期は，２年とし，重任，再任を妨げない。ただし，補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする。


Ⅲ．接続詞の用法

１．「及び」と「並びに」
　　　いずれも併合的接続詞であるが，次のとおり使い分けるものとする。
　　　「及び」　ＡもＢもというように相並ぶ前後の語を接続する場合に使う。
　　　　　並列される語句が２個の場合　　　Ａ及びＢ
　　　　　並列される語句が３個以上の場合　Ａ，Ｂ及びＣ
　　　「並びに」　Ａ・ＢのグループとＣを接続する場合に使う。この場合，大きい方の接続に「並びに」を，小さい方の接続に「及び」を用いる。
　　　　　　なお，接続の段階が３以上となるときは，１番下の接続だけに「及び」を使い，その上の接続は，いくつ段階があっても「並びに」（大並び，小並び）を使う。
          　　Ａ及びＢ並びにＣ
          　　Ａ，Ｂ及びＣ並びにＥ並びにＦ及びＧ
	
	例１
	

	 ○　教育公務員特例法
　 （採用及び昇任の方法）
 第３条　学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は，選考によるものとする。

	
	
	　学  　　長
　及び部局長
	
	

	
	
	
	
	
	の 採 用
採　　用
及び昇任
	
	

	
	
	並びに
	
	 教　　　員
	
	
	
	
	
	
	は，選考によるものとする。

	
	
	
	
	

	


	
	例２
	

	 ○　地方公務員法
 　（給与，勤務時間その他の勤務条件の根本基準）
 第２４条　（ 略 ）
 ３　職員の給与は，生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。                                          

	
	
	生計費
	
	  その他の事情を
  考慮して定めら

	
	
	
	 国
	
	
	の職員
	
	
	

	  職員の給与は
	
	
	
	
	 他の地方公共団
	
	
	
	の給与
	
	れなければなら

	
	
	並びに
	
	
	
	民間事業の従事者
	
	           　ない。　　   

	


２．「又は」と「若しくは」
    　いずれも選択的接続詞であるが，次のとおり使い分けるものとする。
　　　「又は」　ＡかＢかというように相並ぶ前後の語を接続する場合に使う。
　　　　　並列される語句が２個の場合　　　Ａ又はＢ
　　　　　並列される語句が３個以上の場合　Ａ，Ｂ又はＣ
「若しくは」　Ａ又はＢのグループと，さらにＣを対比する場合に使う。この場合，
大きい方の接続に「又は」を，小さい方の接続に「若しくは」を用いる。
なお，接続の段階が３以上となるときは，１番大きい接続に「又は」を使い，その他の接続は，いくつ段階があっても「若しくは」を使う。
          　　Ａ若しくはＢ又はＣ
          　　Ａ，Ｂ若しくはＣ又はＥ又はＦ並びにＧ
　注　意　①　「又は」は，場合によっては「and」の意味で用いられることもあり。
　　　　　②　３段階以上に用いるときの１番大きい接続において，「又は，若しくは」
　　　　　　と前述の「及び，並びに」では反対となる。
	
	例１
	

	 ○　教育公務員特例法
　 （校長及び教員の給与）
 第１３条　（略）
 ２　（略）
 　一　公立の小学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は盲学校，聾学校若しくは養護学校の小学部若しく
は中学部に勤務する校長及び教員

	
	
	小学校
中学校
	
	

	
	
	
	中学校
	
	
	　に勤務する校長

	      公立の
	
	
	
	中等教育学校の前期課程
	
	
	

	
	
	
	盲学校
聾学校
	
	
	
	及び教員

	
	
	又は
	
	
	聾学校
	
	
	
	小学部
	
	
	　 

	
	
	若しくは養護学校
	
	
	
	若しくは中学部
	
	

	


	
	例２
	

	 ○　地方自治法
 第１５２条　（略）
 ２　副知事若しくは助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は副知事若しくは
助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通
地方公共団体の長が欠けたときは，当該普通地方公共団体の長の指定する吏員がその職務を代理する。

	
	
	副 知 事
若しくは助役
	
	                                                       

	
	
	
	
	
	   にも事故があるとき
	
	                     

	
	
	
	若しくは
	
	
	副 知 事
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　　通地方公共
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	副知事
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	 指定する吏

	
	
	又は
	
	
	
	普通地方公
	
	
	
	
	 　員がその職
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	若しくは助役
	
	  共団体にお
	
	若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたとき
	
	

	                                   　　いて
	
	
	
	

	
	
	

	


３．「又は」と「及び」
「又は」は，場合によっては「and」の意味で用いられることもある。次のとおり使い分ける例が多い。
　　　「A又はBは，Cのことをしてはならない」
　　　　　→　「A及びBは，Cのことをしてはならない」
　　　「A又はBは，C又はDのことをしてはならない」
　　　　　→　「A及びBは，C又はDのことをしてはならない」
	
	例
	

	 ○　社会教育法
　　（国及び地方公共団体との関係） 
第１２条 　国及び地方公共団体は，社会教育関係団体に対し，いかなる方法によつても，不当に統制的支配を及ぼし，又はその事業に干渉を加えてはならない。


４．「かつ」
　　 「及び」と「並びに」とともに接続詞として，次のような併合的連結に用いられる。
①　「並びに」という連結よりも，さらに大きな併合的連結に使う。
	
	例
	

	 ○　検察庁法
 第８条　検事長は，高等検察庁の長として，庁務を掌理し，且つ，その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。


②　連結された言葉が互いに密接不可分であり，これらの言葉を一体として意味を表そうとする場合に使う。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程
 　（目的） 
 第１条　この規程は，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号。以下「法」という。）に基づき，国立大学法人東京工業大学（以下「大学」という。）の保有する個人情報の保護に関する基本的事項を定めることにより，大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。


③　「及び」や「並びに」と類似した意味で使う。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（最終試験）
 第８９条　最終試験は，所定の単位を修得し，かつ，論文を提出した者について行う。


④　前後の２つの語句の連結に重点が置かれ，それぞれが同時に必要な加重的要件を表そうとする場合に使う。
	
	例
	

	 ○　地方自治法
 第７７条 　解散の投票の結果が判明したときは，選挙管理委員会は，直ちにこれを前条第１項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し，かつ，これを公表するとともに，都道府県にあつては都道府県知事に，市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも，また，同様とする。


　

５．「ただし」と「この場合において」
   　 接続詞ではないが，文章と文章をつなぐ特別な用語
   　 「ただし」　主文章の除外又は例外的意味での付加的条件若しくは解釈上の注意規定を示すために用いる。
   　 「この場合において」　主文章の趣旨を補足的に説明し，又はこれと密接な関係をもつ内容の事項を続けて規定する場合に用いる。
　注　意　ともに主文章の後に改行せず，続けて新文章を起こす。
	
	例１
	

	 ○　東京工業大学学則
 第５１条　研究生の許可は，学年の始めとする。ただし，特別の事情があるときは，学年の途中においても許可することがある。
 ○ 東京工業大学附属科学技術高等学校学則
 　（入学の時期）
 第１３条　入学の時期は，学年の始めとする。ただし，第20条の規定により入学を許可された者については，この限りでない。 


	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学職員賃金規則
 　（勤勉手当）
 第４０条
 ２　勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，基準日以前６月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第23に掲げる割合及び勤務成績に応じて別表第24に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において，勤勉手当の総額は，前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の72.5（特定幹部職員にあっては，100分の92.5)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。


Ⅳ．学内的取扱い

１．略称規定における「大学」と「本学」
　　　条文において「国立大学法人東京工業大学」と「東京工業大学」を略称として規定す　　るときは，原則として次のとおりとする。ただし，「大学」等と規定することにより誤　　解等が生じるおそれのある場合は，この限りでない。
　　　国立大学法人東京工業大学  「大学」
　　　東京工業大学 　　　　　　 「本学」

	
	例１
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（目的及び使命）
 第１条  国立大学法人東京工業大学が設置する東京工業大学（以下「本学」という。）は，将来，（中略）
 　目的及び使命とする。
 ○　国立大学法人東京工業大学企画室設置要項
 　（設置）
 第１条　国立大学法人東京工業大学（以下「大学」という｡)に，国立大学法人東京工業大学組織運営規則
　（中略）　に基づき，企画室を置く。


	
	例２
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学組織運営規則
 　（目的）
 第１条　この規則は，国立大学法人東京工業大学（以下「法人」という。）の組織，職制及び運営等に関し，必要な事項を定めることを目的とする。
 　（設置する大学等）
 第２条　法人は，国立大学法人法（平成16年法律第112号。以下「法」という。）第４条第２項の規定に基づき東京工業大学（以下「大学」という。）を設置し，　（中略）　業務を行う。


　

２．「重任」と「再任」
部局長，委員会委員の任期に関する条項でしばし目にする。次のとおり使い分けるも　　のとする。
      「重任」　ある職の任期が満了し，引き続きその職に就くこと。
　　　「再任」　ある職の任期が満了し，空白期間を経て再度その職に就くこと。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学の研究科長，学系長，学部長及び附置研究所長の選考，解任及び任期に関する規則
 　（任期）
 第４条　部局長の任期は２年とし，重任，再任を妨げない。


Ⅴ．特殊な用語，用法

１．「者」と「物」と「もの」
      「者」　　法律上の人格者である自然人，法人の単数又は複数をあらわす場合
      「もの」  ある行為等の主体が，自然人，法人のほかに人格のない社団，財団その他　人格のない団体が含まれている場合
      「物」　　外界の一部をなす物件をあらわす場合

	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（入学資格）
 第９６条　学部に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。
 　五　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者


２．「その他」と「その他の」
      「その他」　　「その他」の前にある言葉と後にある言葉が並列関係にある場合
      「その他の」  「その他の」の前にある言葉は，後に出てくる言葉の一層意味内容の　　　　　広い言葉の一部をなすものとして，その例示的な役割を果たす趣旨で使う場合
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（学内共同研究教育施設）
 第１０条　本学に，本学の職員その他の者が共同して研究又は教育を行う施設として，次の学内共同研究教育施設を置き，その位置は次のとおりとする。
   （入学考査）
 第２１条　入学志願者に対しては，学力，健康その他について考査のうえ入学者を決定する。


３．「場合」と「とき」と「時」と「ところ」
  　  「場合」も「とき」も，いずれも仮定的条件を示すもので，一般的には，別に区分をつけずに，主として，その時々の語感によって使う。ただし，仮定的条件が２つ重なる場合は，次のとおり使い分けるものとする。
　　　「場合」　大きい方の条件
　　　「とき」　小さい方の条件
    　「時」　　文字どおり，ある時点を瞬間的にとらえて表現する場合に用いる。
   　 「ところ」「ところ」で受ける規定の内容全体を包括的に代表する代名詞の用をなし，更に将来規定されるであろうという他の規則等の内容を予定する意味でも用いる。
	
	例１
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（附置研究所）
 第５条　本学に，次の研究所を附置し，その目的及び位置は次のとおりとする。
 ４　附置研究所に別に定めるところにより，協力研究部門を置くことができる。
   （既納の入学料及び授業料）
 第３１条　一度納付した入学料及び授業料は返還しない。ただし，入学を許可されるときに授業料を納付した者が３月31日までに入学を辞退した場合には，納付した者の申出により当該授業料を返還する。


	
	例２
	

	 ○　東京工業大学附属科学技術高等学校学則
 　（授業料の納付）
 第３５条　（ 略 ）
 ２　前項の規定にかかわらず，生徒の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収する時に，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。


４．「みなす」と「推定する」
      「みなす」　「Ａ」とは元来性質の違う「Ｂ」を同一視して，一定の規則等の関係においては，法的効果を生じさせる場合に使う。（反対証拠をあげても覆すことは不可）
　　　「推定する」　「Ａ」と同一であるか不明な「Ｂ」を一応同一視して，一定の規則等の関係においては，法的効果を生じさせる場合に使う。（反対証拠をあげれば覆すことは可）
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則
　 （勤続期間の計算）
 第８条
 ３　職員が退職した場合（第11条第１項各号のいずれかに該当する場合を除く｡)において，その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは，前２項の規定による在職期間の計算については，引き続いて在職したものとみなす。
　　 　附　則
 １　この規則は，平成16年４月１日から施行する。
 ２　国立大学法人法（平成15年法律第112号）附則第４項の規定により職員となった者の第８条第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については，その者の退職手当法第２条第１項に定める職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む｡)としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は，職員としての在職期間とみなす。


	
	例２
	

	 ○　民法
   （嫡出の推定）
 第７７２条　妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推定する。
 ２  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は，婚姻中に懐胎したものと推定する。


５．「招集」
       会議体を成立させるために，その構成員たる人々を呼び集める場合
　注　意　「召集」は，目下の者を呼び集めるというニュアンスのため，規則等に使われた　　　　例はない。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則
 　（選考委員会の運営）
 第６条
 ２　委員長は，選考委員会を招集し，その議長となる。


６．「以上」と「以下」と「超える」と「未満」
       「以上」　一定の数量を基準として，その基準を含んでそれより多い場合
       「以下」  一定の数量を基準として，その基準を含んでそれより少ない場合
       「超える」  一定の数量を基準として，その基準を含まずそれより多い場合
       「未満」    一定の数量を基準として，その基準を含まずそれより少ない場合
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
　 （修業年限等）
 第６８条
 ２　前項の規定にかかわらず，専門職学位課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は，その標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。
 ○  国立大学法人東京工業大学職員賃金規則
　 （住居手当）
 第２９条
 ２　住居手当の月額は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲げる額（第１号又は第２号に掲げる職員のうち第３号に掲げる職員でもあるものについては，第１号又は第２号に掲げる額及び第３号に掲げる額の合計額）とする。
   一　前項第１号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応じて，それぞれ次に掲げる額（その額に100円未満
の端数を生じたときは,これを切り捨てた額）に相当する額
   　 イ　月額23,000円以下の家賃を支払っている職員　家賃の月額から12,000円を控除した額
　　  ロ　月額23,000円を超える家賃を支払っている職員　家賃の月額から23,000円を控除した額の２分の１
（その控除した額の２分の１が16,000円を超えるときは，16,000円）を11,000円に加算した額
 ○  国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則
　 （任期）
 第７条　理事・副学長の任期は，２年とし，重任，再任を妨げない。ただし，任命する学長の任期の終期を超えることはできない。


７．「以前」と「前」，「以後」と「後」，「以内」
一定基準点に対する時間的前後，期間，空間的広がりを表すのに用い，「以」がつく方は，基準点を含み，「以」がつかない方は，基準点を含まない。

	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学定年退職者等の再雇用に関する規則
 　（定年退職日以前に退職した者の再雇用）
 第２条　職員就業規則第21条第１項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して同規則第20条の規定により退職した者に準ずるものとして認められる者は，次に掲げる者とする。
 ○  国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則
 　（許可の時間数及び基準等）
 第３条
 ２　前項第５号の規定にかかわらず，月２回以上宿泊を伴う兼業に従事する場合は，同号に掲げる従事時間数以内であっても，許可しない。
　　 　附　則
 １　この規則は，平成16年４月１日から施行する。
 ２　この規則の施行の日（以下「施行日」という｡)前において国家公務員法（昭和22年法律第120号）及び教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）その他の法令（以下「旧法令」という｡)の規定により許可又は承認された兼業であって，当該兼業の許可又は承認期間の末日が施行日以後となるもの（兼業の始期が施行日以後であるものであって，兼業従事時間が第３条第１項第５号に掲げる時間を超えることとなるものを除く｡)については，施行日において，この規則により許可されたものとみなす。
 ３　前項の規定により許可されたものとみなされた兼業のうち，その始期が施行日前であるものの兼業従事時間に係る第３条第１項第５号の規定は，平成17年３月31日まで適用しない。ただし，当該兼業に兼業の始期が施行日以後であるものを合算した兼業従事時間が，同号に掲げる時間を超えることとなってはならない。
 ○  東京工業大学学則
　 （専門職学位課程修了の要件）
 第８７条の２
 ２　前項の規定にかかわらず，在学期間に関しては，第85条の規定により専門職学位課程に入学する前に修得した単位（学校教育法第67条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を当該専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと当該教授会が認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。


８．「議により」と「議を経て」と「議に基づき」と「議に付し」
　　　いずれも審議・議決機関等の審議を経なければならないことになっている場合に，そ　　の行政・執行機関等に対する審議・議決機関等との関係を表す。「議により」以外の用　　語は用いられている規則等の趣旨によって必ずしも一概に区分できないが，一応の例示　　をしてみる。
      「議により」　拘束力が最も強い場合
      「議を経て」　拘束力が比較的強く，場合によっては「議により」に近い意味を持つ。

      「議に基づき」原則として，拘束力が相当強い場合
      「議に付し」　拘束力が一番弱い。
	
	例１
	

	 ○  裁判所法
   （司法行政事務）
 第２０条　各高等裁判所が司法行政事務を行うのは，裁判官会議の議によるものとし，各高等裁判所長官が，これを総括する。


	
	例２
	

	 ○  東京工業大学学則
　 （入学者の選考）
 第３８条　入学者の選考は，当該教授会の議を経て，学長が行う。


	
	例３
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学教員の採用及び研修等に関する規則
 　（採用及び昇任）
 第３条　大学教員の採用及び昇任のための選考は，教育研究評議会の議に基づき学長の定める基準により， 教 授会（学内共同研究教育施設等にあっては運営委員会をいう。以下同じ｡)の議に基づき，学長が行う。


	
	例４
	

	 ○  東京工業大学名誉博士称号授与規則
　 （候補者の推薦）
 第３条
 ２　学長は，前項の推薦があったとき，又は学長が推薦する候補者があるときは，教育研究評議会の議に付するものとする。


９．「当分の間」
そう遠くない将来にそれが改廃される意味を含んだ臨時的・暫定的な措置であるという趣旨・意図を表す場合に用いる。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則
   （技術部の事務）
 第１８条　技術部に関する事務は，当分の間，事務局の関係各課及び事務区において処理する。


１０．「当該」
①　規定中の特定の対象を捉えて，その対象をその規定又は他の規定の中で引用す　　　　　るときに，それが前出の特定の対象と同一のものであることを示すときの冠詞と　　　　　して用いる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学教授会通則
 　（大学院の研究科及び学系並びに附置研究所の教授会の構成）
 第２条
一　理工学研究科の理学系及び工学系の各教授会　当該学系（附属研究施設を含む。）の専任の教授，准教授及び講師並びに学則第74条第２項及び第３項に規定する協力講座の専任の教授，准教授及び講師


②　そこで問題となっているそれぞれのという意味で用いられる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（授業料）
 第３０条
 ２　前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。


１１．「同」
「同」が冠せられる条，項，号等について，その文章中最も近い前の場所に表示された条，項，号等の字句を受けて，厳格に同一の対象を示すために用いる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
　 （留学）
 第２６条　
 ３　留学した期間は，第68条，第83条，第86条ただし書，第87条第１項ただし書，同条第３項ただし書及び第107条の修業年限及び在学期間に算入する。
   （入学資格）
 第９６条
七　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）


１２．「係る」
通例，ある語句と他の語句とのつながりを示すときや関係代名詞的に用いる。「何々された当該の」，「何々について」等の意味に，「何々に属する」，「何々の」等の意味に用いる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（授業料）
 第３０条　授業料の額は，別に定めるところによるものとし，各年度に係る授業料について，次の区分で納付しなければならない。なお，それぞれの期において納付する額は，年額の２分の１に相当する額とする。


１３．「から・・・まで」
　　　　連続した条，項，号等をその連続した形において引用するときに用いる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学附属科学技術高等学校学則
 　（準用規定）
 第４８条　第３条，第10条，第13条，第15条から第18条まで，第20条，第22条及び第23条，第25条から第40条までの規定は，専攻科にこれを準用する。この場合において，第27条第３項及び第31条第２号中「第11条」とあるのは，「第45条」と読み替えるものとする。


１４．「前」と「次」
     　「前」　【第３規則等の起案方式，Ⅳ本則関係，８．条文における引用参照】
「次」　「前」に対応して，すぐ後に続く条名，号名等は，「次条」，「次号」等として引用する。なお，「前２条」に対応する「次２条」というような書き方はしない。
	
	例
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項
 　（任務）
 第３条
 　一　次条に規定する海外オフィスの運営に関すること。


　

１５．「直ちに」と「すみやかに（速やかに）」と「遅滞なく」
      　いずれも時間的に接近していることを表す。
「直ちに」　「すみやかに」よりも時間的に接近の程度が強いとき
「すみやかに」　一切の遅延は許されないときに使うが，「できるだけすみやかに」　　　　　　や「できる限り速やかに」のように，訓示的な意味を持つものとして用いられる例も多い。
「遅滞なく」　事情の許す限り最も速やかにという趣旨
	
	例１
	

	 ○　国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則
   （事故の際の措置）
 第８条　毒劇物保管責任者及び毒劇物取扱者は，その保管又は取扱いに係る毒劇物の飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ，又は生ずるおそれがあるときは，直ちに毒劇物管理責任者に届け出るとともに，必要な応急措置を講じなければならない。


	
	例２
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則
　　（選考の公示）
第５条　学長選考会議は，前条第１項第１号又は第２号によるときは，その任期満了の日の６月前までに，同条同項第３号又は第４号によるときは，速やかに学長候補者選考の公示を行う。


	
	例３
	

	 ○  国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則
　 （任命）
 第６条
 ２　学長は，理事・副学長を任命したときは，遅滞なく，文部科学大臣に届け出るとともに，選任理由を付してこれを公表しなければならない。


１６．「の規定にかかわらず」
      問題とされている事項について適用される一般原則的な規定を排除して，これに対す　　る特例を定めようとするときに，この両者の関係を明示するために使われる。
	
	例
	

	 ○　東京工業大学学則
 　（協定大学編入学のための休学）
 第２４条　四大学連合憲章（以下「憲章」という｡)に基づき設定された複合領域コースを履修した学生が協定大
学に編入学するときは，前条の規定にかかわらず，許可を受けて休学することができる。


１７．「削除」と「削る」
「削除」　削除の対象となった条や号が，「第○条　削除」又は「第○号　削除」という形で，後に残ることを意味する。
「削る」　削られる対象となる字句や条項があとかたもなく削り去られるということを意味する。

第７　規則等の制定・改正・廃止理由
  理由書は，一般に定められた形式はないが，役員会等に付議するときは，本学の慣例としてその趣旨が理解しやすいように新規制定規則等の案の，一部改正等は新旧対照表のそれぞれ冒頭に書くこととしている。
　以下，本学が慣行として用いている例を，それぞれの区分で示す。
Ⅰ．制定理由
	

	
	　　　　　東京工業大学における特別講座に関する規則制定理由
　 本規則は，本学が学外団体等から受託して設置する特別講座に関し必要な
 事項を定めるものである。
	

	


Ⅱ．一部改正・全部改正理由
	

	
	　　　　　　　　　　東京工業大学学則一部改正理由
　 本改正は，学校教育法の一部改正等に伴い，次に掲げる事項について一
 部改正を行うものである。
    ①　大学院研究科の目的の明確化
　　②　土木工学科の名称変更
　　③　時限付客員研究部門の廃止・新設
　　④　新たな教員組織の設置
	

	


Ⅲ．廃止理由
	

	
	　　　 国立大学法人東京工業大学における科学技術振興調整費による
　　　 人材養成ユニットに関する規則廃止理由
　　新興分野人材養成プログラムによる受託事業期間満了に伴い，本規則を
　廃止しようとするものである。
	

	


第８　新 旧 対 照 表
  一部・全部改正の新旧対照表は，一般に定められた形式はないが，以下，本学が慣行として用いている例を示す。
  なお，現在は，改正規則等は制定せず，本新旧対照表をもって学内公布を行っている。
○　ダウンロード用【新旧対照表フォーマット】
○　【第９　新旧対照表の参考例】
Ⅰ．単数の規則等を改正するとき
	東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
                                 　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。

	
	改正案
	現　行
	

	
	第1条 （略）

　（大学院）
第２条　本学に，次の大学院の研究科を置き，その位置及び目的は次のとおりとする。
	第1条 （略）

　（大学院）
第２条　本学に，次の大学院の研究科を置き，その位置は次のとおりとする。
	

	
	
	研究科の名称
	位　置
	目　　　的
	
	
	研究科の名称
	位　置
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第３条～第９４条　（略）

　（教員組織）
第９５条　各研究科に置かれる教員組織は，次のとおりとする。
　一　理工学研究科にあっては，当該研究科に所属する専任の教授，准教授，講師及び助教並びに協力講座の専任の教授，准教授，講師及び助教をもって組織する。

　　　（以下略）  
　　　附　則
　この学則は，平成　年　月　日から施行する。
	第３条～第９４条　（略）

　（教員組織）
第９５条　各研究科に置かれる教員組織は，次のとおりとする。
　一　理工学研究科にあっては，当該研究科に所属する専任の教授，助教授及び講師並びに協力講座の専任の教授，助教授及び講師をもって組織する。

　　　（以下略）
	

	


Ⅱ．複数の規則等を改正するとき
	東京工業大学学則等一部改正案新旧対照表
                                 　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。

	
	改正案
	現　行
	

	
	　○ 東京工業大学学則
              （ 略 ）
　　　附　則
　この学則は，平成　年　月　日から施行する。
	　○ 東京工業大学学則
              （ 略 ）
	

	
	　○ 東京工業大学教授会通則
              （ 略 ）
　　　附　則
　この通則は，平成　年　月　日から施行する。
	　○ 東京工業大学教授会通則
              （ 略 ）
	

	
	　○ 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則
              （ 略 ）

　○ 国立大学法人東京工業大学教員選考規則
              （ 略 ）
　　　附　則
　この規則は，平成　年　月　日から施行する。
	　○ 国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則
              （ 略 ）

　○ 国立大学法人東京工業大学教員選考規則
              （ 略 ）
	

	
	　○ 東京工業大学学部学習規程
              （ 略 ）
　○ 東京工業大学大学院学習規程
              （ 略 ）
　　　附　則
　この規程は，平成　年　月　日から施行する。
	　○ 東京工業大学学部学習規程
              （ 略 ）
　○ 東京工業大学大学院学習規程
              （ 略 ）
	

	


Ⅲ．別表，別紙様式等の改正で，新旧対照表で横に並べることが不可能のとき
	国立大学法人東京工業大学防災規則一部改正案新旧対照表
                                 　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。

	
	改正案
	現　行
	

	
	第１条～第３５条　（略）

別表１及び別表２　（略）
	第１条～第３５条　（略）

別表１及び別表２　（略）
	

	
	改　正　案
	

	
	別表３（第１２条関係）
　　　　　　　　　　　　　　点検整備員の編成基準及び任務
	

	
	
	区　分
	責　任　者
	担　当　者
	任　　　　　務
	
	

	
	
	 建築設備
 の点検
	 教授若しくは准教授
 又はこれに準ずる者
	講師，助教又は技術職員
若しくは教務職員
	　建築設備について，一般構造，防火戸及び電線管路に関する点検整備に当たる。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現　行
	

	
	別表３（第１２条関係）
　　　　　　　　　　　　　　点検整備員の編成基準及び任務
	

	
	
	区　分
	責　任　者
	担　当　者
	任　　　　　務
	
	

	
	
	 建築設備
 の点検
	 教授若しくは助教授
 又はこれに準ずる者
	講師，助手又は技術職員
若しくは教務職員
	　建築設備について，一般構造，防火戸及び電線管路に関する点検整備に当たる。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　　　附　則
　この規則は，平成　年　月　日から施行する。
	
	

	
	
	
	

	


第９　新旧対照表の参考例
【参考例その１】
東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。
	改正案
	現　行

	第１条～第１１５条　（略）
別表１・別表２　（略）
別表３（第７６条関係）                                                   
　(1)　理工学研究科                                                      
	第１条～第１１５条　（略）
別表１・別表２　（略）
別表３（第７６条関係）
　(1)　理工学研究科                                                      

	
	課  程
	修　士　課　程
	博士後期課程
	
	
	課  程
	修　士　課　程
	博士後期課程
	

	
	研
究
科
	          定  員

専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	
	
	研
究
科
	定  員
      　 
  専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	

	
	理
工
学
研
究
科
	
	        人
	        人
	        人
	        人
	
	
	理
工
学
研
究
科
	
	        人
	        人
	        人
	        人
	

	
	
	（ 略 ）
                                                      
	
	
	
	（ 略 ）
                                                      
	

	
	
	 原子核工学
	１６
	３２
	９
	２７
	
	
	
	 原子核工学
	１６
	３２
	９
	２６
	

	
	合            計
	５６８
	１，１３６
	２０３
	６０９
	
	
	合            計
	５６８
	１，１３６
	２０３
	６０８
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
(2)　（略）

	　
(2)　（略）


	　(3)　総合理工学研究科                                                  
	　(3)　総合理工学研究科                                                  

	
	課  程
	修　士　課　程
	博士後期課程
	
	
	課  程
	修　士　課　程
	博士後期課程
	

	
	研
究
科
	          定  員

専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	
	
	研
究
科
	          定  員

専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	

	
	総
合
理
工
学
研
究
科
	
	        人
	        人
	        人
	        人
	
	
	総
合
理
工
学
研
究
科
	
	        人
	        人
	        人
	        人
	

	
	
	（ 略 ）
	
	
	
	（ 略 ）
	

	
	
	物理情報システム創造

物理電子システム創造
	３４
	６８
	２３
	２７
４６
	
	
	
	物理情報システム創造

物理電子システム創造
	３４
	４２
３４
	２３
	５４    ２３
	

	
	
	（ 略 ）
	
	
	
	（ 略 ）
	

	
	
	 電子機能システム
 物理情報システム
	３９
	７８
	１７
	１３
３４
	
	
	
	 電子機能システム
 物理情報システム
	３９
	３１
３９
	１７
	２６
１７
	

	
	合            計
	４３３
	８６６
	２１９
	６５７
	
	
	合            計
	４３３
	８６６
	２１９
	６５７
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　(4)・(5)　（略）
  (6)　イノベーションマネジメント研究科                                  
	　(4)・(5)　（略）
  (6)　イノベーションマネジメント研究科                                  

	
	課  程
	専門職学位課程
	博士後期課程
	
	
	課  程
	専門職学位課程
	博士後期課程
	

	
	 研
 究
 科
	          定  員

専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	
	
	 研
 究
 科
	          定  員

専  攻
	入学定員
	収容定員
	入学定員
	収容定員
	

	
	ジメント研究科
イノベーションマネ
	 技術経営
 イノベーション
	       人
    ３０
―――
	       人
    ６０
―――
	       人
―――
    　７
	       人
―――
    １４ 
	
	
	ジメント研究科
イノベーションマネ
	 技術経営
 イノベーション
	       人
    ３０
―――
	       人
    ３０
―――
	       人
―――
    　７
	       人
―――
    　７
	

	
	合            計
	３０
	６０
	７
	１４
	
	
	合            計
	３０
	３０
	７
	７
	

	別表４（第９３条関係）                                                   
	別表４（第９３条関係）                                                   

	  
	研
究
科
	専        攻
	免許状の種類
	免許教科
	
	
	研
究
科
	専        攻
	免許状の種類
	免許教科
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（ 略 ）
	（ 略 ）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	総
合
理
工
学
研
究
科
　
　
	
	
	
	
	
	総
合
理
工
学
研
究
科
　
　
	
	
	
	

	
	
	（ 略 ）
	
	
	
	（ 略 ）
	

	
	
	化学環境学
物理電子システム創造
メカノマイクロ工学
知能システム科学
物理情報システム
	 中学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 中学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 中学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状


	 〃
 〃
工業
 〃 
数学
〃
理科
 〃 
	
	
	
	化学環境学
メカノマイクロ工学
知能システム科学
	 中学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
 中学校教諭専修免許状
 高等学校教諭専修免許状
	 〃
 〃
工業
数学
〃
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（ 略 ）
	（ 略 ）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　　（以下略）
　　　附　則
　この学則は，平成　年　月　日から施行し，改正後の東京工業大学学則の規定は，平成　年　月　日から適用する。
	　　　（以下略）


【参考例その２】
平成１９年度以降の教員組織等の整備に係る関係整備規則一部改正案新旧対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。
	改正案
	現　行

	○国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則（平成16年規則第１号）
第１条～第９条　（略）
　（職員への採用）
第１０条　理事・副学長として任命される前に大学の教授，准教授，講師又は助教であった理事・副学長が，国立大学法人東京工業大学職員就業規則（平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。）及び国立大学法人東京工業大学教員定年規則（平成16年規則第26号）に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に，次の各号に該当し，かつ本人が希望する場合は，学長はその者を理事・副学長として任命される前に所属した部局等の同じ職に引き続き採用する。
　一・二　（略）
２・３　（略）
　　　（以下略）
　　　○国立大学法人東京工業大学組織運営規則（平成16年規則第２号）
第１条～第１１条　（略）
　（職員）
第１２条　法人に次に掲げる職員を置く。
　（略）
　准教授
　（略）
　助教
　（略）

２～４　（略）
	○国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則（平成16年規則第１号）
第１条～第９条　（略）
　（職員への採用）
第１０条　理事・副学長として任命される前に大学の教授，助教授，講師又は助手であった理事・副学長が，国立大学法人東京工業大学職員就業規則（平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。）及び国立大学法人東京工業大学教員定年規則（平成16年規則第26号）に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に，次の各号に該当し，かつ本人が希望する場合は，学長はその者を理事・副学長として任命される前に所属した部局等の同じ職に引き続き採用する。
　一・二　（略）
２・３　（略）
　　　（以下略）
　　　○国立大学法人東京工業大学組織運営規則（平成16年規則第２号）
第１条～第１１条　（略）
　（職員）
第１２条　法人に次に掲げる職員を置く。
　（略）
　助教授
　（略）
　助手
　（略）

２～４　（略）

	第１３条　（略）
　（学部）
第１４条　（略）
２～４　（略）
５　各学部の各学科に学科長を置き，当該学科を担当する教授又は准教授をもって充てる。
第１５条　（略）
　（研究施設）
第１６条　（略）
２　（略）
３　附属研究施設に長を置き，当該研究施設又は当該附置研究所の教授又は准教授をもって充てる。
第１７条・第１８条　（略）
　（保健管理センター）
第１９条　（略）
２　（略）
３　保健管理センターに所長を置き，教授又は准教授をもって充てる。
第２０条・第２１条　（略）
　（事務局）
第２２条　（略）
２　（略）
３　事務局，部，課及び事務区に，それぞれ事務局長，部長，課長（主幹を含む。），事務長を置く。
４～７　（略）
　　　（以下略）
　　　附　則
　この規則は，平成　年　月　日から施行する。
	第１３条　（略）
　（学部）
第１４条　（略）
２～４　（略）
５　各学部の各学科に学科長を置き，当該学科を担当する教授又は助教授をもって充てる。
第１５条　（略）
　（研究施設）
第１６条　（略）
２　（略）
３　附属研究施設に長を置き，当該研究施設又は当該附置研究所の教授又は助教授をもって充てる。
第１７条・第１８条　（略）
　（保健管理センター）
第１９条　（略）
２　（略）
３　保健管理センターに所長を置き，教授又は助教授をもって充てる。
第２０条・第２１条　（略）
　（事務局）
第２２条　（略）
２　（略）
３　事務局，部，課及び事務区に，それぞれ事務局長，部長，課長，事務長を置く。
４～７　（略）
　　　（以下略）



【参考例その３】
国立大学法人東京工業大学旅費規則一部改正案新旧対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンダーラインの部分が改正点である。
	改正案
	現　行

	第１条～第４２条　（略）
別表１　（略）
別表２　一般職基本給表（一）の適用を受けない者の職務（１／２）（略）
	第１条～第４２条　（略）
別表１　（略）
別表２　一般職基本給表（一）の適用を受けない者の職務（１／２）（略）

	

	
	改正案
	

	
	一般職基本給表（一）の適用を受けない者の職務（２／２）
	

	
	
	指定職基本給表によ
る指定職又は一般職
基本給表(一)による級
	左欄の指定職又は級に相当する職務
	
	

	
	
	
	国家公務員(指定職俸給
表及び行政職俸給表
(一))
	国立大学法人
	国立大学法人以外の大学
	独立行政法人国立高等専門学校機構
	国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則第３条第18号(別表第４)
	学生
	
	

	
	
	 指定職
	
	役員
	
	学長
	役員
	
	
	
	

	
	
	  9級
	       9級
	教授
	事務局長相当職
	教授
	教授
	
	
	
	

	
	
	  8級
	       8級
	准教授
	 
	准教授
	准教授
	
	
	
	

	
	
	  7級
	       7級
	
	部長相当職
	
	
	
	
	
	

	
	
	  6級
	       6級
	講師
	課長相当職
	講師
	講師
	
	
	
	

	
	
	  5級
	       5級
	
	課長補佐相当職
	
	
	
	
	
	

	
	
	  4級
	       4級
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  3級
	       3級
	助教
	係長相当職
主任相当職
	助教
	助教
	
	
	
	

	
	
	  2級
	       2級
	教務職員
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1級
	       1級
	
	一般職員相当職
	
	
	１号俸以上９号俸以下
	博士・修士・学部学生
	
	

	
	
	

	

	

	
	現　行
	

	
	一般職基本給表（一）の適用を受けない者の職務（２／２）
	

	
	
	指定職基本給表による指定職又は一般職基本給表(一)による級
	左欄の指定職又は級に相当する職務
	
	

	
	
	
	国家公務員(指定職俸給表及び行政職俸給表
(一))
	国立大学法人
	国立大学法人以外の大学
	独立行政法人国立高等専門学校機構
	国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則第３条第18号(別表第４)
	学生
	
	

	
	
	 指定職
	
	役員
	
	学長
	役員
	
	
	
	

	
	
	  9級
	       9級
	教授
	事務局長相当職
	教授
	教授
	
	
	
	

	
	
	  8級
	       8級
	助教授
	 
	助教授
	助教授
	
	
	
	

	
	
	  7級
	       7級
	
	部長相当職
	
	
	
	
	
	

	
	
	  6級
	       6級
	講師
	課長相当職
	講師
	講師
	
	
	
	

	
	
	  5級
	       5級
	
	課長補佐相当職
	
	
	
	
	
	

	
	
	  4級
	       4級
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  3級
	       3級
	助手
	係長相当職
主任相当職
	助手
	助手
	
	
	
	

	
	
	  2級
	       2級
	教務職員
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  1級
	       1級
	
	一般職員相当職
	
	
	１号俸以上９号俸以下
	博士・修士・学部学生
	
	

	
	
	

	

	

	改正案
	現　行

	　　　（以下略）
　　　附　則
　この規則は，平成　年　月　日から施行する。
	　　　（以下略）
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